
先代経営者の突然の死亡など事業承継が進んでいない場合においても
事業承継税制の適用が行いやすくなりました。

非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度について改正があったと聞きま

した。

経営者が高齢化している現況を踏まえ、後継者に係る要件のうち、役員要件
について緩和する見直しがされました。

非上場株式等に係る相続税の納税猶予税度における後継者役員要件の緩和
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大綱上に適用時期に関する明記なし

●改正概要●●改正概要●
原則として、被相続人の相続開始の直前において後継者は役員である必要がありますが、
例外として従来までは先代経営者が60歳未満で死亡した場合に後継者の役員要件が不要
とされていました。しかし本改正により70歳未満で死亡した場合もしくは後継者が特例承継者
として特例承継計画に記載されている場合に役員要件が不要となる改正が行われました。

●事業承継税制において後継者に係る要件●


